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 広域連合からの 

お知らせ 

 

不審電話にご注意を 
 

 保険料の還付や高額療養費の還付といった理由で、市町村職員などをかたった不審電話が多

くなっています。特に後期高齢者を狙った不審電話が多くなっています。 

 

事例１）『高額療養費の払い戻しが○○円ある。申請期間が終わっているので、銀行名、口座番

号を教えてほしい。銀行振り込みにするので、この後の手続きは銀行担当者から連絡させる。』 

その後、銀行担当者から連絡があり、『これから職員を△スーパーにある ATM に行かせて一緒

に手続きする。』と言って ATM に誘導し、『担当者が行けなくなった。携帯電話で手続きを教

えるので、その通りに操作してほしい。』と言って、不慣れな操作により振り込ませるというも

のです。 

 

よくある事例はこのようなものです。申請期限を過ぎた還付があると言って、急いで手続き

しないといけないと焦らせるものです。 

 

市町村担当課や後期高齢者医療広域連合からの電話で、ATM に誘導することは絶対にありま

せん。銀行口座などの説明で不明な点があったり、怪しいと思ったら担当課や担当者を確認し

て折り返し電話するなどしましょう。 

また、最近はマイナンバーに関係した不審電話も発生しています。ご注意ください。 

 

県内の不審電話の事例を広域連合の HP にて公表しています。参考にしてください。 

http://www.miyazaki-kourei-kouiki.jp/ 
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よくお寄せいただく質問について 
 

今回は、皆様からよくご質問をいただく事項について、いくつかＱ＆Ａ形式でご紹介します。今後の事務の参

考にしてください。 
 
退職者医療制度の適用について 
Ｑ． 平成２７年度以降も、平成２６年度までに退職被保険者等としての要件を備えていた者を遡及適用さ

せる必要があるのか。 
Ａ． 平成２０年６月２日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡「国民健康保険の退職被保険者の被

扶養者に係る適用について」のＱ＆Ａによると、実際に退職者医療制度が完全に終了するのは、「平成２

６年度末時点で退職被保険者等であるべき者」の全員が、６５歳到達などの理由により制度を外れたとき

とされており、平成２６年度末時点で退職者被保険者等としての要件を備えていたものは遡及適用させる

必要がある。 
また、法附則第６条第２項に規定する退職被保険者の被扶養者の認定についても、国保への新規加入や

収入額確認によるものについては、平成２７年度以降もこれまでどおり行う必要がある。 
 

はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費と高額療養費合算について 
Ｑ． Ａ市では、国保被保険者のはり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の申請について、

受領委任の制度を設けており、施術所からＡ市へ請求される。 

支給金額  医療費総額 一部負担金 

施術師ア １０，０００円  ７，０００円  ３，０００円 

施術師イ ３０，０００円 ２１，０００円  ９，０００円 

５０，０００円 ３５，０００円 １５，０００円 施術師ウ 

  上図の例では、 
計 ９０，０００円 ６３，０００円 ２７，０００円 

①施術師ごとに請求を分けている場合、それぞれ施術師ア、イ、ウを個々の療養費として入力。 
②施術所ごとに請求がある場合、施術所の代表者名で１つの療養費として入力。 
として取り扱っているが、①の場合でも、高額療養費の合算対象となるのか。 

Ａ． 昭和４８年１１月１７日付保険発第１０２号厚生省保険局国民健康保険・保険局医療課長連名通知「国

民健康保険における高額療養費支給事務の取扱いについて」に、『療養費の支給にかかる看護料、移送費、

生血代、治療用装具にあつては、それぞれ同一病院、診療所ごと、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、

はり師、きゆう師における手当にあつては、それぞれ各同一施術所ごとに支給要件に該当するか否かを判

定するものであること。』とあるので、①のように施術師が異なる場合も、同一施術所合計額を高額療養

費の合算対象とする。 
 
高額療養費の多数該当について 
Ｑ． 現在入院中で高額療養費の多数該当となっているＡが、月途中で世帯員から世帯主となり、世帯番号

が変更となった。Ａは母と同居しており、以前は母が世帯主であったが、Ａが家計を維持していた。こ

の場合、多数該当として取り扱っていいのか。 
Ａ． 世帯主となる前も実際に家計を維持しており、家計の同一性、世帯の連続性を考慮すると、多数該当と

して取り扱ってよいと考えられる。 
 
特定健診の費用負担について 
Ｑ． 特定健診を受診した者が、受診後になって資格喪失が判明した。健診機関へ費用支払いも済んでいる

が、国・県負担金の交付対象となるのか。 
Ａ． 国保加入者であることが交付要件となっているため、国・県負担金の交付対象とはならない。 
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医療費データ 
（注）数字は市町村月報集計及び宮崎県後期高齢者医療広域連合からの提供による 
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《被保険者の推移》 
（当該月末現在）
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医療費データ 

《月別医療費》 
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後期高齢者

医療費(円) 順位 医療費(円) 順位 医療費(円) 順位 医療費(円)

宮 崎 市 83,874 21 95,065 13 84,385 22 ---

都 城 市 90,836 11 99,103 8 91,260 11 ---

延 岡 市 89,058 15 90,295 15 89,133 16 ---

日 南 市 107,944 3 80,741 19 106,362 3 ---

小 林 市 94,568 9 77,377 21 93,837 9 ---

日 向 市 90,368 12 90,588 14 90,379 14 ---

串 間 市 99,364 5 118,969 4 100,250 5 ---

西 都 市 85,544 20 97,290 11 85,952 19 ---

え び の 市 108,252 2 102,991 6 107,948 2 ---

三 股 町 90,088 13 96,783 12 90,483 13 ---

高 原 町 88,865 16 51,309 24 86,925 17 ---

国 富 町 91,145 10 82,808 18 90,773 12 ---

綾 町 76,827 26 87,909 16 77,299 25 ---

高 鍋 町 83,768 22 101,671 7 84,723 21 ---

新 富 町 89,079 14 106,547 5 89,965 15 ---

西 米 良 村 86,628 18 454,459 1 92,934 10 ---

木 城 町 97,886 7 78,927 20 96,916 8 ---

川 南 町 78,149 24 97,747 10 78,909 24 ---

都 農 町 82,297 23 98,906 9 82,945 23 ---

門 川 町 96,975 8 127,574 3 98,291 7 ---

諸 塚 村 100,364 4 84,478 17 99,201 6 ---

椎 葉 村 78,146 25 49,963 26 77,176 26 ---

高 千 穂 町 87,761 17 67,600 22 86,764 18 ---

日 之 影 町 98,616 6 157,360 2 102,248 4 ---

五 ヶ 瀬 町 86,104 19 64,029 23 85,271 20 ---

美 郷 町 114,251 1 51,120 25 111,585 1 ---

市 町 村 計 89,182 --- 93,655 --- 89,401 --- ---

医師国保 組合 50,909 --- --- 50,909 --- ---

歯科国保 組合 34,839 --- --- 34,839 --- ---

組 合 計 40,977 --- --- 40,977 --- ---

合 計 88,503 --- 93,655 --- 88,752 --- 845,067

《平成27年度一人当たり医療費の合計額》
(平成27年3月診療分～平成27年5月診療分)

国　保　一　般 国　保　退　職 合　　計
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＊確定件数・給付費は国保連合会審査支払データにより、合併後集計の積算による。 

＊給付費合計･･･介護給付費、特定入所者介護サービス費及び高額介護サービス費の合計。 

＊前年度伸び率は、26 年度を 100 とした場合の％の表示。 

※  ご意見・ご感想など、お寄せください。 
情報・介護福祉課 TEL0985-35-5111  FAX0985-25-0260  E-mail kaigo@kokuhoren-miyazaki.or.jp 

介護保険データ（平成 27 年 4 月審査分～27 年 9 月審査分） 

介介護護保保険険だだよよりり  

※平成 24 年度国保みやざき春号から年度別・認定者推移ではなく受給者推移となっております。 

26/4月～26/9月 27/4月～27/9月 対前年度伸び率 26/4月～26/9月 27/4月～27/9月

確定件数合計 確定件数合計 (％) 給付費合計(円) 給付費合計(円) (％) 順位

宮 崎 市 201,676 212,100 105.17 13,457,957,128 13,771,342,706 102.33 10

都 城 市 116,971 122,522 104.75 7,234,050,217 7,380,273,814 102.02 11

延 岡 市 90,841 93,384 102.80 5,818,728,960 5,911,792,612 101.60 12

日 南 市 38,975 39,500 101.35 2,757,409,548 2,737,699,057 99.29 20

小 林 市 32,344 34,154 105.60 2,315,709,476 2,430,722,022 104.97 2

日 向 市 32,513 33,948 104.41 2,103,542,745 2,180,986,575 103.68 6

串 間 市 15,149 14,830 97.89 1,132,446,018 1,117,266,928 98.66 21

西 都 市 19,154 19,822 103.49 1,509,513,846 1,552,443,088 102.84 8

え び の市 18,231 18,603 102.04 1,306,918,633 1,314,717,346 100.60 15

三 股 町 13,902 14,180 102.00 889,342,586 931,618,635 104.75 3

高 原 町 6,376 6,677 104.72 499,695,954 500,759,232 100.21 18

国 富 町 13,395 13,960 104.22 895,331,424 897,588,508 100.25 17

綾 町 4,232 4,613 109.00 346,724,760 357,969,270 103.24 7

高 鍋 町 9,334 9,763 104.60 690,911,762 700,625,589 101.41 13

新 富 町 7,527 7,766 103.18 605,526,781 608,179,195 100.44 16

西 米 良村 705 664 94.18 85,189,143 78,834,482 92.54 25

木 城 町 3,115 3,393 108.92 248,359,638 258,433,534 104.06 5

川 南 町 9,021 9,325 103.37 634,613,643 663,818,222 104.60 4

都 農 町 6,180 6,401 103.58 472,946,066 479,318,995 101.35 14

門 川 町 10,015 9,955 99.40 641,878,744 626,479,273 97.60 22

諸 塚 村 1,419 1,386 97.67 105,598,184 94,401,936 89.40 26

椎 葉 村 2,381 2,583 108.48 144,054,161 156,643,413 108.74 1

美 郷 町 5,628 5,863 104.18 455,064,507 441,504,818 97.02 23

高 千 穂町 8,541 8,102 94.86 572,817,890 535,345,237 93.46 24

日 之 影町 4,220 4,082 96.73 300,124,351 299,185,307 99.69 19

五 ヶ 瀬町 3,073 3,193 103.90 201,361,767 206,369,045 102.49 9

市 町 村計 674,918 700,769 103.83 45,425,817,932 46,234,318,839 101.78

保険者名

確定件数状況 給付費状況

対前年度伸び率
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●●わわかかりりややすすくく！！  

●●楽楽ししくく！！  

●●たためめににななるる！！  

広報共同事業テレビ番組 

国保からのメッセージ 

絶賛 

放映中 

 

 

放送テーマ 
 

◆国保のしくみシリーズ『インフルエンザ』 
◆国保のしくみシリーズ「ジェネリック医薬品」 
◆特定健診シリーズ「特定健診受診率」 
◆納税促進シリーズ「保険税はきちんと納めましょう」 
 

放送スケジュール 
◆テレビ、ラジオともに固定枠とスポット枠で放送いたします。 
 テレビ固定枠：ＵＭＫ毎週  金曜日 17：54～19：00 
          ＭＲＴ毎週  月曜日 19：00～19：54 
 ラジオ固定枠：ＦＭ宮崎   毎週金曜 11：30～12：55 
          ｍｒｔラジオ 毎週金曜 14：15～14：25 
                  毎週金曜 10：55～11：00 

「オレンジタイム」に関するご意見・ご感想をお聞かせください。

健康推進・求償課 健康推進係TEL0985-25-5208 FAX0985-25-5992 E-mail kikaku@kokuhoren-miyazaki.or.jp 
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日 曜 行 事 場 所 

9 水 第２回 日向入郷医療圏地域医療構想調整会議 日向保健所 

10 木 レセプト受付日 ライブラリー室 

12 土 宮崎市健康づくりシンポジウム 宮崎市民文化ホール 

14 月 西諸地域医療構想調整会議 小林保健所 

15 火 
平成２７年度宮崎県歯科保健推進協議会成人期部会 

柔整審査委員会 

県庁 

２階第１会議室 

16 水 第１回保健事業支援・評価委員会 ライブラリー室 

17 木 

国保審査委員会（～２１日） 

国保審査小委員会 

保健事業支援・評価委員会主催 研修会 

4 階大会議室 

ライブラリー室 

ニューウェルシティ宮崎

18 金 市町村栄養士研修会 ひまわり荘 

21 月 
国保合同審査委員会 

第３回保険者協議会企画調査部会 

４階大会議室 

ライブラリー室 

22 火 介護給付費審査委員会 東別館会議室 

25 金 介護保険 新規指定事業所説明会 東別館会議室 

28 月 仕事納め式 ４階大会議室 

日 曜 行 事 場 所 

4 月 仕事始め式 ４階大会議室 

5 火 平成２７年度宮崎県国民健康保険診療施設連絡協議会役員会議 ライブラリー室 

6 水 第２回保険者協議会保健活動部会 ライブラリー室 

14 木 平成２８年度九州都市国保研究協議会運営委員会（～15 日） 鹿児島県 

15 金 
柔整審査委員会 
平成２７年度宮崎県国民健康保険診療施設連絡協議会事務長会議 

4 階大会議室 

ライブラリー室 

21 木 
国保審査委員会（～２５日） 

国保審査小委員会 

4 階大会議室 

ライブラリー室 

25 月 国保合同審査委員会 4 階大会議室 

●連合会行事予定●

12 月 

1 月 
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●貸出機材等のご案内●  
 
 
 本会では、保険者において実施される健康まつり・健康展等のイベントに活用頂ける様々な機

材の貸出を行っております。是非ご活用下さい。 
 
 
 ８月よりオレンジ君着ぐるみ、ロールアップバナー、イーゼルパネルセットを追加しました。
 機材貸出の予約は、申込み順とさせていただいておりますのでお早めにお申し込み下さい。 
 
 
 
 ■体組成計 

 取
扱
い
貸
出
品 

■もの忘れ相談プログラム ■健康パネル 
 

■ライフコーダーＥＸ(生活習慣記録機) ■のぼり旗  
 ■超音波骨量測定装置 ■はっぴ 
 

■アルテットライト(加速度脈波測定システム) ■ビデオ・ＤＶＤ  
 ■チェッカー君(足指力測定器)         ■オレンジ君着ぐるみ 

 ■マイクロＣＯモニター(呼吸ガス分析装置)   ■ロールアップバナー 
 

■イーゼルパネルセット  
 
 

国保連合会 健康推進・求償課 健康推進係 TEL 0985-25-5208
予約・お申込み・

お問い合わせは

こちらまで 
詳細は連合会ホームページにてご覧になれます。また、借用申込書もダウンロードできます。

ホームページアドレス  http：//www.kokuhoren-miyazaki.or.jp 
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宮崎県国民健康保険団体連合会 
 

〒880-8581 宮崎市下原町 231-1 

TEL 0985-25-5208 
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